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正誤表 

頁 行 誤 正 

173 上23 (b) 国際機関が、海外のおーす (b) 国際機関が、海外の法的管轄区域 

261 
上19 

審査証明書の期間を変更する本法の

第43条に基づく申請 
審査証明書の条項を変更する本法の 
第43条に基づく申請 

上26 
商業的評価認可証の期間を変更する

本法の第62条に基づく申請 
商業的評価認可証の条項を変更する 
本法の第62条に基づく申請 

 


